
議案第３０号

協議項目２ 「合併の期日に関すること」

「 」 、 。協議項目２ 合併の期日に関すること について 次のとおり定める

平成１５年８月２７日提出

前橋広域市町村合併協議会

会長 萩 原 弥惣治

合併の期日

合併の期日は、平成１６年１２月５日とする。



議案第３０号参考資料 協議項目２ 「合併の期日に関すること」

１ 合併の期日の協議に当たっての留意事項

合併の期日の協議に当たっては、次のような事項を総合的に留意する必要がある。

①市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を考慮すること。

・合併するとすれば、市町村の合併の特例に関する法律に基づく各種の財政支援措置を受けることが望ましく、そのためには、同法の期

限である平成１７年３月３１日までに合併する必要がある。

②合併の手続きに要する期間を考慮すること。

・合併するためには、合併協定書の調印後、４市町村の各議会において合併議案の議決を経て、県知事への合併申請、県議会における議

決、県知事の合併の決定、総務大臣への届出、総務大臣の告示など、様々な手続きが定められており、相当の期間を要することから、

この点を十分考慮して、合併の期日を定める必要がある。

③合併後の新市の予算編成に要する期間を考慮すること。

・合併後の新市が速やかに一体性の確立を図るためには、新市建設計画に基づく各種事業の執行に要する予算を早期に編成する必要があ

る。

④合併と同時に住民サービスが滞りなく行えるよう、合併準備作業の期間を考慮するとともに、会計処理や電算システムの移行等に、出来

るだけ支障の少ない時期を考慮すること。

・電算システムの統合や条例・規則の改正など合併準備作業に要する期間を考慮する必要がある。

・年度末を合併の期日とした場合、合併による３町村の決算処理は出納整理期間がないことから、これに伴う事務処理と通常の収入・支

出が一時に重なるため、会計処理が極めて輻輳することになる。

・電算システム切り替えなどの準備作業の期間を考慮する。

⑤市町村長、議会の議員及び農業委員会の委員の任期を考慮すること。

２ ４市町村長、議会の議員及び農業委員会の委員の任期

市町村名 市町村長の任期 議会の議員の任期 農業委員会の委員の任期

前 橋 市 平成１６年 ２月２７日 平成１７年 ２月２２日 平成１７年 ７月１９日

大 胡 町 平成１７年１２月１１日 平成１９年 ４月３０日 上記同様

宮 城 村 平成１９年 ８月２１日 平成１９年 ４月２９日 上記同様

粕 川 村 平成１８年 ３月２２日 平成１６年１２月 ７日 上記同様



議案第３０号参考資料

３ 最近の先進地事例

合併先進地事例

合併年月日 新市町村名 合併関係市町村 合併の方式 協議会設置年月日 備 考

平成１３年 ４月 １日 日 潮来市 ２町 編 入 平成１１年８月２３日（ ）

平成１３年 ５月 １日 火 さいたま市 ３市 新 設 平成１２年４月２９日（ ）

平成１３年１１月１５日 木 大船渡市 １市１町 編 入 平成１３年７月１９日（ ）

平成１４年 ４月 １日 月 さぬき市 ５町 新 設 平成１２年４月 １日（ ）

平成１４年１１月 １日 金 つくば市 １市１町 編 入 昭和６３年２月 ８日（ ）

平成１５年 ２月 ３日 月 福山市 １市２町 編 入 平成１４年１月２１日（ ）

平成１５年 ４月 １日 火 呉市 １市１町 編 入 平成１４年４月 ４日（ ）

平成１５年 ７月 ７日 月 新発田市 １市１町 編 入 平成１４年９月３０日（ ）


